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1.1 事 業 沿 革  
１ 佐世保市水道のあゆみ 

① 水道の創設 

本市の水道は、明治時代に誕生しました。当時は海軍鎮守府の設置にともない、人口が増

加し防疫・防災のため水道水の必要性が大きく増加したことから、明治 36 年 4 月旧海軍

水道の分与を受け、人力により水の配給を行ったことを始まりとし、明治 40 年 9 月に全

国１０番目の近代水道（鉄管による給水）として給水を開始しました。 

② 水道運営の一本化 

昭和 25 年に制定された旧軍港市転換法に基づき軍由来の水道施設が市へ移管される事

となり、軍・市の各々が運営していた水道は、市の水道として一本化されました。 

③ 事業経過 

佐世保市では創設期から終戦までに１期～４期の拡張事業を行い、終戦後は５期から８

期までの拡張事業を完成させ、現在は９期拡張事業を継続しているところです。 

事業名 認可年月日 目 標 事業概要 

創 設 M38.8.11 M41.3 施設拡張・配水管布設 

第１期拡張 M41.8.29 M42.3     〃 

第２期拡張 M44.5.15 M44.12     〃 

第３期拡張 T12.2.5 T15.3     〃 

第４期拡張 S9.3.31 S15.5 菰田ダム建設 

第５期拡張 S26.12.16 S31.3 川谷ダム建設 

第６期拡帳 S33.1.21 S36.3 高部地区給水 

第７期拡張 S39.12.7 S46.3 下の原ダム建設 

第８期拡張 S45.3.31 S48.3 川棚川取水 

第８期（追加） S47.1.10 S50.3 俵ヶ浦半島給水 

第９期拡張 S51.1.10 S60.3 石木ダム建設 

第９期（追加） S54.3.22 S60.3 浅子・高島地区給水 

第９期（追加） S56.12.24 S60.3 針尾・江上地区給水 

第９期（追加） H3.4.9 H11.3 中里北地区他給水 

第９期（追加） H8.3.29 H17.3 上柚木地区給水 

第９期（追加） H12.10.25 H29.3 
下の原ダム再開発 

上小舟･柚木地区給水 

第９期（届出） H17.3.18 H29.3 新港地区給水 

第９期（届出） H17.3.18 H29.3 吉井町水道事業譲受 

第９期（届出） H18.3.28 H29.3 小佐々町水道事業譲受 

第９期（届出） H19.3.23 H29.3 菰田地区給水 

第９期（届出） H22.3.26 H29.3 江迎町水道事業譲受 

第９期（届出） H23.1.27 H29.3 浄水方法の変更 

第９期（追加） H26.5.2 H36.3 給水区域の拡張等 

第９期（追加） R2.3.30 R21.3 給水区域の拡張、全部譲り受け等 

１ 



                        

1.1 事 業 沿 革  

④ 佐世保市水道ビジョン 
本市水道事業のマスタープランとして「佐世保市水道ビジョン 2020」（2020・令和 2

年 3 月発行）を策定しました。 

これは、国（厚生労働省）の新水道ビジョンとの整合をとり、全国的な課題を見据えなが

ら、本市水道事業における課題も踏まえ、本市の「まちづくりの設計図」としての将来像を

示した第７次総合計画を具現化するための本市水道事業の基本理念や基本方針、また、それ

に基づく取り組み内容や方策について示しています。 

【基本理念】（目指す将来像） 

未来につなぐ信頼される佐世保の水道 

【基本方針】（基本理念に沿って事業を推進するための基本的な取組の方向性） 

①安全な水道サービスの確保 

②持続可能な水道事業の実現 

③市民からの信頼の確保 

佐世保市水道局では、上記を基本理念として掲げ、基本方針を基に優先度を明確にした施

策体系を構築し、現実の問題・課題に対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践サイクル（ＰＤＣＡサイクル） 

 

 

水道ビジョン施策体系図 

国（厚生労働省） 

新水道ビジョン 

（安全・強靭・持続） 

佐世保市 

第 7次総合計画 
海風 薫り 世界へはばたく 

“キラっ都”SASEBO 

佐世保市水道局 

水道ビジョン 2020 

未来につなぐ信頼される佐世保の水道 

安
全
な
水
道
サ
ー
ビ
ス
の
確
保 

基
本
方
針
１ 

 

持
続
可
能
な
水
道
事
業
の
実
現 

基
本
方
針
２ 

市
民
か
ら
の
信
頼
の
確
保 

基
本
方
針
３ 

(1)水源確保 

(2)水質管理 

(3)地域格差解消 

(4)危機管理 

(5)市民皆水道 

(1)経営基盤強化 

①経費縮減･平準化の取組 

②収益安定化の取組 

③体制強化の取組 

(1)情報発信の充実 

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの実践 

①広報活動充実の取組 

基本方針 基本施策 
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1.2 令和６年度事業概況  
 

本年度も、「安全で安心な水づくり」「快適で安定した水づくり」「環境に配慮した水づくり」

の基本方針をふまえて、水道施設の維持管理・改良整備及び更新等を実施しました。 

主な事業概況は次のとおりです。 
 

１ 給水状況 

年間総配水量は、26,412,534 ㎥で、前年度 26,779,865 ㎥と比べ 367,331 ㎥
（1.4％）減少しました。 

また、有収水量については、23,540,231 ㎥で、前年度 23,641,966 ㎥と比べ
101,735 ㎥（0.4％）減少しました。 

 

２ 令和６年度主要事業 

①  水道施設整備事業 

管路の漏水防止対策のため配水管（勝海町 286-2 付近配水管布設工事）等の老朽管

（延長 8,042ｍ）を布設替えしました。また、水の安定供給のため、菰田導水管の布設

工事推進工事を行い、令和７年度も引き続き工事を実施しています。 

（老朽化対策事業、水道施設再構築事業） 

 
 

【勝海町 286-2 付近配水管布設工事】 【菰田導水管（皆瀬町 529 付近他）布設工事】 

 

老朽化した浄水場の設備更新や、ポンプ所の設備更新を行いました。（改良事業） 

 

・鹿町町などにおいて老朽管（延長 539ｍ）を布設替えしました。（簡易水道事業） 

  

【広田浄水場６号ろ過池電動弁更新工事】 【皆瀬ポンプ所設備更新工事】 
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1.2 令和６年度事業概況  

 

② 山の田水系水道施設統合更新事業 

 山の田浄水場と大野浄水場の統合事業に引き続き継続して実施する事業であり、老朽化に伴

う基幹施設の「山の田配水池」、「大野配水池」、及び関連施設の統合更新と基幹管路の「配水

本管（山の田浄水場から市役所付近）」の更新事業を実施しています。 

  

 

【事業の概要】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【事業の特徴】 

・既存施設を供用しながら、段階的に配水池更新を実施 

・給水区域の見直しによる配水池容量の適正化 

・安全な水質の確保、耐震性、経済性等を考慮した配水池更新を実施 

・高い耐震性を有する管種での基幹管路更新 

 

 【令和６年度概況】 

令和６年度は、令和４年度開始の山の田第二配水池更新工事、令和５年度開始の配水本管

更新工事「推進工区」の工事を行い、令和 7 年度も引き続き実施しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 内容 

事業名 山の田水系水道施設統合更新事業 

事業方式 直営方式 

設計期間 平成２７年度 

・山の田配水池及び配水本管実施設計 

・地質調査・測量調査・試掘調査 

建設期間 山の田第一配水池更新 

平成２８年度から平成２９年度【完成】 

山の田第二配水池、大野配水池、関連施設更新 

  令和４年度から令和８年度（予定） 

配水本管更新 

 平成２９年度から令和７年度（予定） 

配水池 山の田配水池 6,750 ㎥×２池 

大野配水池  1,320 ㎥×２池 

関連施設 春日ポンプ所 

配水本管 φ400～φ700  延長：約 3,900ｍ 

 

【山の田第二配水池】施工状況 
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1.2 令和６年度事業概況  
 

③南部地区系基幹管路整備事業 

広田浄水場を起点とする配水本管の老朽化に伴う更新事業を、広田浄水場～大塔町にかけて

実施します。また、災害時等のリスク軽減を図るため、相互融通が可能となる緊急時連絡管の

整備を行います。 

 

【事業の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の特徴】 

・基幹管路の布設にあたっては、開削工法、推進工法、シールド工法にて実施 

・同一路線に複数埋設してある管路を一本化（合成化）し、輻輳化を解消 

・高い耐震性を有する管種での基幹管路更新 

 

【更新概要図】 

     
 

【令和６年度概況】 

・令和６年度は、早岐中学校から早岐駅へ向かうシールド工事の掘進を実施し、令和６年度

以降も引続き工事を実施します。

項目 内容 

事業名 南部地区基幹管路整備事業 

事業方式 直営方式 

設計期間 平成２７年度 

・実施計画策定 

建設期間 １期工事  ：平成２８年度から令和１０年度（予定） 

２期工事  ：令和１０年度から令和１５年度（予定） 

緊急時連絡管：平成３０年度から令和２年度【完成】 

配水本管延長 １期工事  ：φ１０00 約１,４００ｍ 

      ：φ７００  約２,４００ｍ 

２期工事  ：φ７００  約２,９００ｍ 

緊急時連絡管：φ８００  約４００ｍ 
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1.2 令和６年度事業概況  
 

④ 第９期拡張事業 

石木ダム建設関連事業として、県が事業主体として行うダム本体工事及び付替県道工事等

の一部を負担しました。 

 

 

３ 経営状況 

事業収益は 6,119,404 千円で、前年度 6,131,876 千円に比べ 12,472 千円（0.2％）

減少しました。これは、長期前受金戻入が 17,984 千円増加したものの、給水収益が 18,484

千円減少したこと、雑収益が 16,190 千円減少したことなどによるものです。 

一方、事業費用は 6,026,898 千円で、前年度 5,765,974 千円に比べ 260,924 千円

（4.5％）増加しました。これは、給水管整備工事の単価の上昇などにより配給水費が

129,183 千円増加したこと、浄水場の運転管理業務委託料の増加などにより浄水費が

65,969 千円増加したこと、減価償却費が 35,796 千円増加したことなどによるものです。 

 

以上の結果、令和６年度は 92,506 千円の純利益となりました。 
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 1.3 令和６年度主な出来事  

８月 

 

 

 

 

 

９月６日 水を大切にする日 

平成６年の大渇水を教訓に、水資源の重要性

等の理解を深めていただく目的で定められまし

た。 

令和７年度も、連絡通路においてパネル展を

行いました。 
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資料編 



                          

1.4.1.1 資料編（事業部編・水道）  
１ 取水施設 

① 認可施設 

地 区 名 称 水源・水系名河川名等 種別 
取水能力（許可取水量等） 

㎥／ｓ ㎥／ｄ 

佐世保 

山の田 佐世保川水系 佐世保川 表流水（ダム） ０．０７３ ６，３００ 

転 石 相浦川水系 久保仁田川 表流水（ダム） ０．０３１ ２，７００ 

菰 田 相浦川水系  小川内川 表流水（ダム） ０．１４６ １２，６００ 

相 当 相浦川水系   牟田川 表流水（ダム） ０．０６６ ５，７００ 

川 谷 相浦川水系   相浦川 表流水（ダム） ０．１５４ １３，３００ 

相浦川 相浦川水系   相浦川 表 流 水 ０．０５２ ４，５００ 

下の原 小森川水系  鷹の巣川 表流水（ダム） ０．１７１ １４，８００ 

川 棚 川棚川水系   川棚川 表 流 水 ０．１７４ １５，０００ 

小森川 小森川水系   小森川 表 流 水 ０．０２４ ２，１００ 

小      計 ０．８９１ ７７，０００ 

 

吉井 

御 橋 佐 々 川 御 橋 水 源 表 流 水 ０．０１６７ １，４４０ 

踊 瀬 踊 瀬 ダ ム  吉 元 川 表 流 水 ０．０１３９ １，２００ 

小      計 ０．０３０６ ２，６４０ 

 

小佐々 

つづら 小佐々川水系 つづら川  表 流 水 ０．０２８６ ２，４７０ 

鎌 投 鎌 投 溜 池 表 流 水 ０．０１０４ ９００ 

平 原 平 原 ・ 深 井 戸 地 下 水 ０．００１７ １５０ 

田 原 田 原 ・ 深 井 戸 地 下 水 ０．００４１ ３５０ 

楠 泊 祝ヶ浦・大野川・楠泊貯水池 表 流 水 ０．００５６ ４８０ 

小      計 ０．０５０４ ４，３５０ 

 

江迎 

潜 竜 
第 2 水源    江迎川 表 流 水 ０．００８１ ７００ 

第３水源 潜竜浄水場内 地 下 水 ０．００６８ ５９０ 

猪 調 第４水源    深井戸 地 下 水 ０．００１７ １５０ 

中 尾 第１水源    嘉例川 表 流 水 ０．０１１５ ９９０ 

田ノ元 地 す べ り 集 水 湧     水 ０．００７６ ６６０ 

小      計 ０．０３５７ ３，０９０ 

 

合      計 １．００７９ ８７，０８０ 
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1.4.1.1 資料編（事業部編・水道）  
② 認可外施設 

区 分 名 称 水源・水系名河川名等 種別 
施設能力 

㎥／日 
備 考 

暫 定 川棚（暫定豊水） 川棚川水系 川棚川 表 流 水 ５，０００ 暫定豊水水利 

※暫定豊水水利：石木ダムが完成するまでの間、河川水が豊かな場合に限り暫定的に取水することができ

る水利権。 

予 備 

四  条  橋 相浦川水系 相浦川 表 流 水 １８，０００ 慣行水利 

三  本  木 相浦川水系 相浦川 表 流 水 ４，５００ 慣行水利 

岡   本 湧 水 湧   水 １，０００  

※慣行水利：河川法第８７条に基づく水利権 

 

 

岡本貯水池は日清戦争後、旧海軍によって農業用のため池を改造してつくられました。 

第 2 貯水池は、当時では珍しい円形の貯水池であり、海軍が高度な技術を擁していたことを窺い知る

ことができる大変貴重な施設です。現在は白仁田簡易水道、十文野専用水道、野中専用水道の水源となっ

ているほか、佐世保市の水道水にも使用しています。 

  

岡本水源地全景 第１貯水池取水塔 

  

第２貯水池 第 2 貯水池建設の様子（明治 33年ごろ） 

 

 

岡本貯水池 
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1.4.1.1 資料編（事業部編・水道）  
２ 貯水施設 

豊水時の水を貯留し、降水量の変動を吸収して、取水の安定を図る水道施設です。 

地 区 名称 外観 施設能力等 地 区 名称 外観 施設能力等 

佐世保 

北部 

山の田 

 

有効貯水量 
551,000 ㎥ 

 
許可取水量 

0.073 ㎥/s  
(6,300 ㎥/日) 

佐世保 

南部 
下の原 

 

有効貯水量
2,182,000 ㎥ 

 

許可取水量 

0.171 ㎥/s 

(14,800 ㎥/日) 

転石 

 

有効貯水量 
233,000 ㎥ 

 

許可取水量 

0.031 ㎥/s 

(2,700 ㎥/日) 

吉 井 踊瀬 

 

 

 
有効貯水量 

48,000 ㎥ 
 

許可取水量 

0.0139 ㎥/s 

(1,200 ㎥/日) 

 

菰田 

 

有効貯水量 
1,462,000 ㎥ 

 

許可取水量 

0.146 ㎥/s 

(12,600 ㎥/日)) 

小佐々 

つづら 

 

有効貯水量 
86,000 ㎥ 

 

許可取水量 

0.0286 ㎥/s 

(2,470 ㎥/日) 

相当 

 

有効貯水量 
400,000 ㎥ 

 

許可取水量 

0.066 ㎥/s 

(5,700 ㎥/日) 

楠泊 

 

有効貯水量 
 7,000 ㎥  
 

計画取水量 

0.0056 ㎥/s 

(480 ㎥/日) 

川谷 

 

有効貯水量 
1,610,000 ㎥ 
※1 

許可取水量 

0.154 ㎥/s 

(13,300 ㎥/日) 

    

 

※１川谷ダムは 5 月 1 日～9 月 30 日の洪水警戒時の間、貯水容量 1,350,000 ㎥となります。 
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1.4.1.1 資料編（事業部編・水道）  

３ 導水施設（導水管） 

取水施設を経た水を浄水場まで導く施設です。                （単位：ｍ） 

口径 

管轄 
φ50 φ65 φ75 φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 

佐世保地区 0 0 0 310 0 2,044 2,231 0 8,340 

吉井地区 0 0 0 380 270 0 114 222 0 

小佐々地区 159 0 3,614 998 0 2,229 2,316 296 104 

江迎地区 0 0 2,097 119 0 0 492 0 0 

 

口径 

管轄 
φ350 φ400 φ450 φ500 φ600 φ700 φ800 合計 

佐世保地区 7,846 850 9,573 19,629 6,366 3,451 1,039 61,649 

吉井地区 0 0 0 0 0 0 0 986 

小佐々地区 0 0 0 0 0 0 0 9,716 

江迎地区 0 0 0 0 0 0 0 2,708 

 

４ 浄水施設 

水源から送られた原水を飲用に適するよう処理する施設です。 

地 区 名称 外観 ろ過方式 地 区 名称 外観 ろ過方式 

佐世保 

北部 

山の田 

 

膜ろ過 

公称能力 

50,600 ㎥/日 

吉 井 

御橋 

 

急速 

公称能力 

1,440 ㎥/日 

柚木 

 

急速 

公称能力 

14,000 ㎥/日 

踊瀬 

 

緩速 

公称能力 

1,200 ㎥/日 佐世保 

南部 
広田 

 

急速 

公称能力 

36,000 ㎥/日 
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1.4.1.1 資料編（事業部編・水道）  

 

地 区 名称 外観 ろ過方式 地 区 名称 外観 ろ過方式 

小佐々 

田原 

 

急速 
公称能力 

3,520 ㎥/日 

江迎 

江迎 

 

急速 
公称能力 

900 ㎥/日 

楠泊 

 

緩速 
公称能力 

480 ㎥/日 
潜竜 

 

緩速 
公称能力 

2,100 ㎥/日 

 

 

５ 送・配水施設 

各浄水施設において飲用に適するように作られた浄水を使用者の皆様へお送りする施設です。 

① 送水管路                               （単位：ｍ） 

口径 

管轄 
φ50 φ75 φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 

佐世保地区 11,970 26,163 9,994 0 20,834 6,122 9,320 6,607 

吉井地区 5,792 5,267 3,785 0 1,310 274 0 0 

小佐々地区 4,639 648 2,085 512 388 5,202 808 0 

江迎地区 3,635 6,021 378 0 350 40 0 0 

 

口径 

管轄 
φ350 φ400 φ450 φ500 φ600 φ700 φ800 合計 

佐世保地区 8,773 31 305 82 28 0 0 100,228 

吉井地区 0 0 0 0 0 0 0 16,428 

小佐々地区 0 0 0 0 0 0 0 14,282 

江迎地区 0 0 0 0 0 0 0 10,424 
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1.4.1.1 資料編（事業部編・水道）  

② 配水管路                                     （単位：ｍ） 

口径 

管轄 
φ50 φ75 φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 φ3５0 

佐世保地区 259,466 126,198 217,069 0 261,062 85,882 55,330 22,025 29,420 

吉井地区 19,869 29,903 9,256 0 6,144 2,659 644 0 219 

小佐々地区 11,051 23,487 13,067 6 9,052 4,762 505 0 0 

江迎地区 16,367 26,268 18,241 0 14,275 2,317 0 0 0 

 

口径 

管轄 
φ400 φ450 φ500 φ600 φ700 φ800 φ１000 合計 

佐世保地区 12,332 9,520 8,206 8,597 11,113 7,893 655 1,114,767 

吉井地区 0 0 0 0 0 0 0 68,693 

小佐々地区 0 0 0 0 0 0 0 61,930 

江迎地区 0 0 0 0 0 0 0 77,468 

 

③ 送・配水施設 

地   区 ポンプ所箇所数 配水池箇所数 

佐世保地区 82 箇所 137 箇所 

吉井地区 17 箇所 12 箇所 

小佐々地区 20 箇所 17 箇所 

江迎地区 12 箇所 12 箇所 
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1.4.1.2 資料編（事業部編・簡易水道）  

本市は、山からすぐ海に臨んでおり、平坦地に乏しく、地形的に給水条件の困難箇所があります。 

したがって、給水困難な農山村については簡易水道事業及び飲料水供給施設事業により水道水の供給が行わ

れています。 

 

１ 簡易水道事業 

本市は、下記の地区を簡易水道事業として運営しています。 

① 佐世保地区 

No 名称 
一日最大給水量 

No 名称 
一日最大給水量 

実績 
(Ｒ6年度) 

実績 
(Ｒ6年度) 

１ 黒島本村地区簡易水道 31㎥ ４ 上木場簡易水道 69㎥ 

２ 田代簡易水道 69㎥ ５ 平松簡易水道 84㎥ 

３ 赤木簡易水道 85㎥ ６ 下宇戸・川谷地区簡易水道 24㎥ 

 

② 世知原地区 

No 名称 
一日最大給水量 

実績(Ｒ6年度) 

１ 世知原地区簡易水道 1,121㎥ 

２ 上野原地区簡易水道 76㎥ 

 

③ 宇久地区 

No 名称 
一日最大給水量 

実績(Ｒ6年度) 

１ 平地区簡易水道 1,092 ㎥ 

２ 神浦地区簡易水道 394 ㎥ 

３ 北部地区簡易水道 246 ㎥ 

 

④ 小佐々地区 

No 名称 
一日最大給水量 

実績(Ｒ6年度) 

１ 矢岳地区簡易水道 182㎥ 

 

⑤ 鹿町地区 

 

 

 
 

  

No 名称 
一日最大給水量 

実績(Ｒ6年度) 

１ 鹿町北部地区簡易水道 973㎥ 

２ 船ノ村地区簡易水道 81㎥ 

３ 歌ヶ浦地区簡易水道 641㎥ 

４ 神林地区簡易水道 219㎥ 
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1.4.1.2 資料編（事業部編・簡易水道）  

管路延長及び送・配水施設は次のとおりです。 

No 地   区 簡易水道延長 ポンプ所箇所数 配水池箇所数 

1 佐世保地区 31,603m 7 箇所 17 箇所 

2 世知原地区 89,879m 19 箇所 19 箇所 

3 宇久地区 79,481m 12 箇所 14 箇所 

4 小佐々地区 6,002m 1 箇所 1 箇所 

5 鹿町地区 90,620m 15 箇所 18 箇所 

 

２ 飲料水供給施設事業 

本市は、下記の地区を飲料水供給施設事業として運営しています。 

No 名称 
一日最大給水量 

実績(Ｒ6年度) 

１ 上開作飲料水供給施設 53㎥ 

２ 下開作飲料水供給施設 21㎥ 

 

 

 

【用語説明】 

本資料中（水道）の用語の意味を記載しております。 

用語 内 容 

人 口 佐世保市内の住民基本台帳の人口。 

給   水   人   口 
給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口をいう。 

ただし、給水区域外からの通勤者や観光客は給水人口に含まれない。 

普    及    率 人口に対する給水人口の割合。 普及率＝給水人口÷給水区域内人口 

給   水   戸   数 給水契約の対象となっている戸数。 

総  給  水  量 給水区域に対して給水した実績水量をいう。 

有  収  水  量 料金徴収の基礎となった水量。 

一  日  平  均  給  水  量 総給水量を３６５日（うるう年は３６６日）で除したもの。 

有    収    率 総給水量に対する有収水量の割合。 有収率＝有収水量÷総給水量 

配  水  管  
配水本管と配水支管からなる。配水本管は、配水支管へ浄水を輸送する役割をも

ち、配水支管は、本管から受けた浄水を給水管に分岐する役割をもつ。 

職    員    数 水道事業に係る職員の数をいう。 

供   給   単   価 有収水量１㎥あたりの収益（収入）をいう。 

給   水   原   価 有収水量１㎥あたりの費用（支出）をいう。 

有 効 無 収 水 量 使用上無効と見られる水量のこと。無収水量ともいう。 

有 効 水 量 総給水量のうち、漏水等を除いて有効に利用された水量。 

有 効 率 総給水量に対する有効水量の割合。 有効率＝有効水量÷総給水量 

漏  水  量 配水本支管及び水道メーター上流の給水管から漏れている水のこと。 
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簡 易 水 道 事 業 
計画給水人口が 5,000 人以下である水道によって水を供給する水道事業をいう。

（水道法 3 条 3 項） 

飲 料 水 供 給 施 設 

給水人口が 100 人以下の地域において、人の飲用に供する水を供給する施設等

の総体をいう。計画給水人口が 100 人以下であるため、水道法に基づく水道事

業には該当しない。主に他の水道給水区域と離れているなど、他の水道に接続し

ていないため、その区域のみに水道を供給する必要がある場合に設置される。 

参考文献 日本水道協会編「水道用語辞典 第二版」 
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1.4.1.3 資料編（事業部編・水質）  

 

水道によって供給される水が備えなければならない水質上の要件は、水道法第４条に「水質基準」として

規定されており、水道水の水質は、水質基準を満たしていなければなりません。水道局では、皆さんに安全

な水道水を提供するため年度毎に水質検査計画を策定し、計画に基づいた様々な検査を行っています。 

 

１ 水質検査の基本方針 

① 水質検査は、浄水場の系統を代表する給水栓(蛇口)、浄水場に入ってくる貯水池・河川水などの原水で

行っています。 

② 水質検査は、水道法で義務づけられている項目（51 項目）および水質管理上必要と判断される項目に

ついて行っています。 

③ 検査頻度は、水源の種類、検査項目のこれまでの状況などを考慮して定めています。 

④ 佐世保地区・吉井地区・小佐々地区・江迎地区・鹿町地区・簡易水道の一部（黒島）については、検査

機器の整備上、自己検査（２６項目）と検査機関委託(国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査

機関)（２５項目）に分けて行っています。世知原地区・宇久地区、簡易水道（５か所）については全項

目を検査機関に委託し、水道水の安全性の確保に努めています。 

 

 

２ 水質検査計画について 

水質検査の採水地点、検査項目、検査頻度について 

まとめたものが水質検査計画であり、毎年度策定を行 

っています。策定の際には、パブリックコメントを実 

施し、市民の皆さんから広くご意見を募集しています。 

 

 

３ 令和６年度の水質検査結果について 

  令和6年度に行った詳細な水質検査結果については、佐世保市水道局ホームページで公表しています。 

   ※水質検査結果のホームページアドレスは以下のとおりです。 

https://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/jigyo/toke/suishitsukensa/suido/kekka/index.htmll 

 

 

４ 水道水の安全対策について 

 水道水は、原水の水質状況に応じて水道システムを構築し、法令で定められた基準等を順守することに

よって、その安全性が確保されています。佐世保市では「佐世保市水安全計画」に基づき、水源から給水

栓に至る水道システムに存在する危害（リスク）を抽出し、それらを継続的に監視・制御することにより、

安全な水の供給を確実にするシステムの構築に努めています。 
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1.4.2.1 資料編（経営管理部編・料金）  

１ 水道料金表（２か月料金）          ※下記料金表により算出した額に別途消費税等を加算  

用途別 
基本料金 超過料金(1 ㎥につき) 

基本水量 金額 水量 金額 

一
般 

20 ㎥まで 2,968 円 20 ㎥を超え 40 ㎥まで 233 円 

ただし、 

使用水量が 10 ㎥以下の場合は、 

1,728 円となります。 

40 ㎥を超え 100 ㎥まで 253 円 

100 ㎥を超え 200 ㎥まで 273 円 

200 ㎥を超え 400 ㎥まで 302 円 

400 ㎥を超え 1,000 ㎥まで 305 円 

1,000 ㎥を超え 2,000 ㎥まで 309 円 

2,000 ㎥を超えるもの 312 円 

公衆浴場 200 ㎥まで 7,846 円 200 ㎥を超えるもの 60 円 

私設消火栓 
演習 1 回 

(10 分間以内)につき 

2,935 円   

算出方法（例）2 か月で 50 ㎥使用した場合（消費税込み） 

 

（ ２，９６８円 ＋ （20 ㎥×２３３円）＋（10 ㎥×253 円） ）×1.１ ＝ １１，１７３円 

（20 ㎥までの基本料金）             （超過料金）            （消費税の加算） 

 

 

 

２ 水道料金収入状況（税抜き）                         （単位：円） 

区       分 令和４年度決算 令和５年度決算 令和６年度決算 

一       般 5,386,294,284 5,311,811,810 5,293,334,370 

公  衆  浴  場 296,016 311,976 305,736 

私 設 消 火 栓 5,870 5,870 5,870 

合  計 5,386,596,170 5,312,129,656 5,293,645,976 
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1.4.2.2 資料編（経営管理部編・財政）  

佐世保市水道事業損益計算書（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで） 

当年度事業の経営成績を表したものが損益計算書です。経営成績とは、結果として一年間にどのくらい利益

を出したのか、損失が生じたのかを表現しています。 

 

水道事業収益（営業収益＋営業外収益＋特別利益）―水道事業費用（営業費用＋営業外費用＋特別損失） 

＝利益（黒字）または 損失（赤字） 

1 営業収益 円 円 円 

 （１）給水収益 5,293,645,976   

 （２）加入金 33,190,000   

 （３）受託工事収益 1,033,517   

 （４）その他営業収益 71,129,560 5,398,999,053  

2 営業費用 円 円 円 

 （１）原水費 257,061,416   

 （２）浄水費 906,707,306   

 （３）配給水費 1,460,774,401   

 （４）受託工事費 1,033,517   

 （５）業務費 395,984,192   

 （６）総係費 372,197,013   

 （７）減価償却費 2,148,229,554   

 （８）資産減耗費 42,490,140 5,584,477,539  

 営業利益   185,478,486 

3 営業外収益 円 円 円 

 （１）受取利息及び配当金 277,513   

 （２）他会計補助金 31,815,560   

 （３）長期前受金戻入 558,216,234   

 （４）雑収益 119,074,766 709,384,073  

4 営業外費用 円 円 円 

 （１）支払利息及び企業債取扱諸費 342,432,381   

 （２）雑支出 98,943,489 441,375,870 268,008,203 

 経常利益   82,529,717 

5 特別利益 円 円 円 

 （１）固定資産売却益 57,000   

 （２）その他特別利益 10,964,181 11,021,181  
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1.4.2.2 資料編（経営管理部編・財政）  

 

6 特別損失 円 円 円 

 （１）固定資産売却損 21,652   

 （２）過年度損益修正損 1,022,898 1,044,550 9,976,631 

 当年度純利益   92,506,348 

 前年度繰越利益剰余金   365,901,849 

 その他未処分利益剰余金変動額   0 

 当年度未処分利益剰余金   458,408,197 
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1.4.2.2 資料編（経営管理部編・財政）  

佐世保市水道事業損益計算書（令和４年度～令和６年度） 

 

  

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金額（円） 

構成 

比率 

(％) 

金額（円） 

構成 

比率 

(％) 

金額（円） 構成 

比率 

(％) 

水道事業収益 6,248,051,399 100.0 6,131,876,371 100.0 6,119,404,307 100.0 

営業収益 5,495,239,963 88.0 5,405,589,344 88.2 5,398,999,053 88.2 

給水収益 5,386,596,170 86.2 5,312,129,656 86.6 5,293,645,976 86.5 

加入金 38,640,000 0.6 26,470,000 0.5 33,190,000 0.5 

受託工事収益 1,057,804 0.1 1,157,325 0.0 1,033,517 0.0 

その他営業収益 68,945,989 1.1 65,832,363 1.1 71,129,560 1.2 

営業外収益 742,679,702 11.9 706,362,922 11.5 709,384,073 11.6 

受取利息及び配当金 36,810 0.1 5,949 0 277,513 0.0 

他会計補助金 31,070,111 0.5 30,859,582 0.5 31,815,560 0.5 

長期前受金戻入 553,888,793 8.9 540,232,262 8.8 558,216,234 9.1 

雑収益 157,683,988 2.5 135,265,129 2.2 119,074,766 2.0 

特別利益 10,131,734 0.1 19,924,105 0.3 11,021,181 0.2 

水道事業費用 5,833,091,037 100.0 5,765,974,522 100.0 6,026,897,959 100.0 

営業費用 5,384,308,545 92.3 5,301,399,853 92.0 5,584,477,539 92.7 

原水費 279,513,891 4.8 238,067,301 4.2 257,061,416 4.3 

浄水費 799,677,514 13.7 840,738,205 14.6 906,707,306 15.0 

配給水費 1,389,389,556 23.8 1,331,590,749 23.1 1,460,774,401 24.2 

受託工事費 1,057,804 0.0 1,157,325 0.0 1,033,517 0.0 

業務費 377,057,357 6.4 399,429,107 6.9 395,984,192 6.6 

総係費 348,253,246 6.0 341,377,663 5.9 372,197,013 6.2 

減価償却費 2,155,576,783 37.0 2,112,432,949 36.7 2,148,229,554 35.7 

資産減耗費 33,782,394 0.6 36,606,554 0.6 42,490,140 0.7 

営業外費用 448,304,874 7.7 461,558,574 8.0 441,375,870 7.3 

支払利息及び企業債取扱諸費 368,532,276 6.3 349,535,351 6.1 342,432,381 5.7 

雑支出 79,772,598 1.4 112,023,223 1.9 98,943,489 1.6 

特別損失 477,618 0.0 3,016,095 0.0 1,044,550 0.0 

当年度純利益（△純損失） 414,960,362  365,901,849  92,506,348  
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1.4.2.2 資料編（経営管理部編・財政）  
 

佐世保市水道事業貸借対照表（令和７年３月３１日） 

事業の財政状態（資金の外部調達（負債・資本）と、調達した資金の投資・運用状況（資産））を表す表です。 
 

資  産  の  部 

１固定資産   円 円 

（１）有形固定資産   72,554,437,304  

（２）無形固定資産   305,251,960  

（３）投資その他の資産   267,000,000  

 固定資産合計    73,126,689,264 

２流動資産   円 円 

（１）現金預金   3,528,876,770  

（２）未収金   1,006,352,742  

（３）貯蔵品   31,050,061  

 流動資産合計    4,566,279,573 

 資産合計（１＋２）    77,692,968,837 

負  債  の  部 

３固定負債   円 円 

（１）企業債   27,223,414,822  

（２）引当金                                                822,716,974  

 固定負債合計   28,046,131,796 

４流動負債   円 円 

（１）企業債   1,539,603,282  

（２）未払金   836,012,816  

（３）引当金   192,441,970  

（４）その他流動負債   31,402,185  

流動負債合計    2,599,460,253 

５繰延収益   円 円 

（１）長期前受金   31,858,451,548  

収益化累計額   △15,183,627,545  

繰延収益合計    16,674,824,003 

負債合計（３＋４＋５）    47,320,416,052 
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1.4.2.2 資料編（経営管理部編・財政）  
 

資  本  の  部 

６資本金   円 円 

（１）資本金   27,826,923,101  

 資本金合計   27,826,923,101 

７剰余金   円 円 

（１）資本剰余金   2,087,221,487  

（２）利益剰余金   458,408,197  

 剰余金合計    2,545,629,684 

 資本合計（６＋７）    30,372,552,785 

 負債資本合計（３＋４＋５＋６＋７）  77,692,968,837 

資産合計（77,692,968,837）＝負債資本合計（77,692,968,837）となることからバランスシートといいます。 
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1.4.3 水道事業業務実績  
１ 水道事業業務実績 

※有収水量については、上段は「水道料金の対象となった水量＋消防用水量」、下段は「水道料金の対象となった水量」を記載している。 

 

２ 配水状況 

年度 

項目 
Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

配    水    量 (千㎥) 27,074 26,780 26,413 

年
間
有
効
水
量 

有 収 水 量 (千㎥) 24,020 23,642 23,540 

％ 88.7 88.3 89.1 

有 効 無 収 水 量 (千㎥) 787 760 732 

％ 2.9 2.8 2.8 

有   効   率 (％) 91.6 91.1 91.9 

無効

水量 

漏  水  量  等 (千㎥) 2.267 2,378 2,141 

％ 8.4 8.9 8.1 

 

年度 

項目 
Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

人     口 (人) 237,686 234,504 231,017 

給   水   人   口 (人) 233,828 230,527 227,030 

普   及   率 (％) 98.4 98.3 98.3 

給  水  戸  数 (戸) 118,671 118,402 118,003 

総  給  水  量 (㎥) 27,073,742 26,779,865 26,412,534 

有  収  水  量 (㎥) 
24,020,158 

24,019,279 

23,641,966 

23,641,281 

23,540,231 

23,539,445 

（ 一 般 家 庭 用 ） (㎥) 17,073,894 16,692,230 16,686,231 

（ 官 公 署 用 ） (㎥) 2,013,086 2,011,848 1,939,148 

（ 学 校 用 ） (㎥) 512,089 493,314 474,072 

（ 病 院 用 ） (㎥) 621,390 576,334 563,234 

（ 事 務 所 用 ） (㎥) 319,347 310,952 304,268 

（ 営 業 用 ） (㎥) 2,376,947 2,493,658 2,562,995 

（ 工 場 用 ） (㎥) 1,077,232 1,036,615 981,631 

（ そ の 他 ） (㎥) 25,294 26,330 27,866 

一 日 最 大 給 水 量 (㎥) 90,492 80,058 80,560 

一 日 平 均 給 水 量 (㎥) 74,175 73,169 72,363 

有    収    率 (％) 88.7 88.3 89.1 

配 水 管 延 長 (ｍ) 2,025,986 2,033,440 2,033,440 

職   員   数 (人) 171 174 171 

供  給  単  価 (円) 224.26 224.70 224.88 

給  水  原  価 (円) 219.73 220.87 232.23 
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下水道 



 

2.1 事 業 沿 革  
１ 佐世保市下水道のあゆみ 

① 下水道の創設 

本市の下水道事業は、汚水と雨水を分離する分流式の公共下水道として、昭和２４年度に

認可を受け事業に着手し、昭和３６年９月に供用を開始しました。 

 

② 事業経過 

本市の公共下水道は、地勢の関係から市の中心部並びに日宇、早岐地区等を含む中部処理

区、ハウステンボスを主体とした針尾処理区、相浦川流域を主体とした西部処理区、江迎川

流域を主体とした江迎処理区の４処理区とし、処理区毎に下水処理場を配置しています。 

現在は、主に中部処理区や西部処理区内の整備を進めています。 

処理区名 年  月 事業計画変更の概要 
事業計画面積

（ha） 

中部処理区 昭和 24 年 7 月 下水道法の事業認可 614 

昭和 36 年 9 月 供用開始（中部下水処理場） 614 

昭和 38 年 5 月 区域面積を追加 667 

昭和 46 年 12 月 春日、赤崎、金比良、立神、前畑処理分区を追加 1,273 

昭和 57 年 10 月 鹿子前処理分区を追加 1,374 

昭和 61 年 3 月 天神、東浜、大和、日宇処理分区を追加 1,988 

平成 3 年 10 月 大塔、早岐、広田処理分区を追加 2,862 

平成 10 年 3 月 船越処理分区を追加 2,989 

平成 13 年 8 月 区域面積を追加 3,016 

平成 19 年 9 月 有福処理分区を追加 3,078 

 

針尾処理区 昭和 49 年 12 月 下水道法の事業認可 175 

平成元年 5 月 米軍住宅の面積を削除 150 

平成 4 年 3 月 供用開始（針尾下水処理場） 150 

 

西部処理区 平成 13 年 8 月 下水道法の事業認可 445 

平成 22 年 4 月 供用開始（西部下水処理場） 445 

平成 26 年 2 月 区域面積を追加 471 

平成 30 年 9 月 吉岡・中里、皆瀬、瀬戸越（一部）処理分区を追加 825 

令和 ７年３月 瀬戸越（一部）、大野（一部）処理分区を追加 1,026       

 

江迎処理区 平成 9 年 8 月 下水道法の事業認可 63 

平成 15 年 2 月 区域面積を追加 104 

平成 16 年 3 月 供用開始（江迎浄化センター） 104 

平成 18 年 9 月 区域面積を追加 157 

平成 26 年 2 月 区域面積を追加 158 
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2.1 事 業 沿 革  

③ 佐世保市上下水道ビジョン 

本市下水道事業のマスタープランとなる「佐世保市下水道ビジョン２０２０」（2020・令

和 2 年 3 月発行）を策定しました。 

これは、国（国土交通省）が新下水道ビジョンで示している方向性も踏まえつつ、長期的

な視点に立った本市下水道事業の基本理念や基本方針、また、それに基づく取り組み内容や

方策について示しています。 

【基本理念】（目指す将来像） 

快適で恵み豊かな環境をまもる佐世保の下水道 

【基本方針】（基本理念に沿って事業を推進するための基本的な取組の方向性） 

①適切な下水処理の徹底 

②持続可能な下水道事業の実現 

③市民からの信頼の確保 

佐世保市水道局では、上記を基本理念として掲げ、基本方針を基に優先度を明確にした施

策体系を構築し、現実の問題・課題に対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    実践サイクル（ＰＤＣＡサイクル） 

 

 

国（国土交通省） 

新下水道ビジョン 

（持続・進化） 

佐世保市 

第 7次総合計画 
海風 薫り 世界へはばたく 

“キラっ都”SASEBO 

佐世保市水道局 

下水道ビジョン 2020 

快適で恵み豊かな環境をまもる佐世保の下水道 

 

市
民
か
ら
の
信
頼
の
確
保 

基
本
方
針
３ 

 

持
続
可
能
な
下
水
道
事
業
の
実
現 

基
本
方
針
２ 

適
切
な
下
水
処
理
の
徹
底 

基
本
方
針
１ 

(1)有効資源利用 

(2)情報発信充実 

(1)経営基盤強化 

①ストックマネジメントの取組 

②収益安定化の取組 

③体制整備の取組 

(1)整備推進 

 
(2)水質管理 

基本方針 基本施策 

(3)危機管理 

下水道ビジョン施策体系

図 
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2.2 令和６年度事業概況  

本年度も、「暮らしを支え、快適な環境をつくる下水道」「環境に配慮した下水道」の基本方針

をふまえて、下水道の普及拡大及び老朽化施設の改築・更新等を実施しました。主な事業概況は

次のとおりです。 

 

１ 排水状況 

有収排水量は、13,992,970 ㎥で、前年度 13,964,021 ㎥と比べ 28,949 ㎥（0.21％）

増加しました。 

 

２ 下水道普及促進 

  次のとおり各処理区において管渠を布設しました。 

①  補助事業 

 ・中部処理区  延長 126ｍ 

・西部処理区  延長 2,543ｍ 

 

②  単独事業 

・中部処理区  延長 1,203ｍ  

・西部処理区  延長 1,292ｍ 

・江迎処理区  延長  97ｍ 

 

 

 

  

【開削工法による工事】 【推進工法による工事】 
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2.2 令和６年度事業概況  
③ 老朽化施設の更新、機能向上 

中部下水処理場において、汚泥脱水設備の更新が完了しました。 

  

【汚泥脱水設備】 

 

 

３ 水洗便所改造等融資資金利子補給制度 

平成 22 年度から、水洗便所改造等に係る融資資金の利子補給制度を実施しております。 

 

【水洗便所改造等融資資金にかかる利子補給制度概要・イメージ図】 

 

水洗便所改造等融資資金にかかる利子補給制度 

（Ｈ２２.４.１以降） 

公共下水道の処理区域内において、既設の便所を水

洗便所に改造するために要する費用を水道局の取扱金

融機関等から融資を受け、その融資金を完済した場合、

支払利息を補給する制度です。 
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2.2 令和６年度事業概況  

４ 経営状況 

事業収益は 4,977,728 千円で前年度 4,881,053 千円に比べ 96,675 千円（2.0％）

増加しました。 

これは、下水道使用料が 4,219 千円増加したことに加え、雑収益が 35,375 千円、長

期前受金戻入が 26,007 千円増加したことなどによるものです。 

 

一方、事業費用は 4,835,611 千円で前年度 4,663,291 千円に比べ 172,320 千円

（3.7％）増加しました。 

これは、下水処理場等の維持管理業務委託の減などにより処理場費が 54,512 千円減

少したものの、下水道管路の修繕件数の増加による修繕費の増などにより管渠費が

94,458 千円、設備の更新などに伴い資産減耗費が 71,758 千円増加したことなどによ

るものです。 

以上の結果、令和６年度は 142,117 千円の純利益となりました。 

 

2.3 令和６年度主な出来事  

９月 

 

1日～10日 下水道週間 

下水道普及促進のため広報活動を行いました。 

・下水道普及促進啓発のぼりの掲示 

・下水道普及促進啓発横断幕の歩道橋への掲示 

・広報車両による下水道普及促進 

・パネル展示（9/2～9/10） 

 

 

 

 

〇排水設備普及促進功労表彰式を行いました。 

（表彰対象業者） 

 ・有限会社 久野工務店 

・クボタ設備 

・株式会社 平成建設 
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資料編 



 

2.4.1.1 資料編（事業部編・下水道）  
１ 下水処理場 

佐世保市には４つの下水処理場があります。下水処理場は、汚水を処理し、河川、海（公共の水域又は海域）

へ放流するための施設です。 

名称 外観 処理能力 名称 外観 処理能力 

中部下水処

理場 

 

65,400 ㎥/日 

(事業計画数値)  

針尾下水処

理場 

 

3,400 ㎥/日 

(事業計画数値) 

江迎浄化セ

ンター 

 

1,200 ㎥/日 

(現有能力数値) 

 

西部下水処

理場 

 

 

10,400 ㎥/日 

(現有能力数値) 

 

２ 中継ポンプ場 

中継ポンプ場は下水をポンプ設備で圧送する施設です。ポンプ設備以外にも、ゴミを取り除く設備や臭気を除

去する設備などを有しています。 

名称 外観 送水能力 名称 外観 送水能力 

平瀬ポンプ場 

 

(中部処理区) 

 

54,720 ㎥/日 

大塔ポンプ場 

 

(中部処理区) 

 

13,133 ㎥/日 

天神ポンプ場 

 

(中部処理区) 

 

3,888 ㎥/日 

船越ポンプ場 

 

(中部処理区) 

 

3,283 ㎥/日 

鹿子前ポンプ場 

 

(中部処理区) 

 

3,744 ㎥/日 

立神ポンプ場 

 

(中部処理区) 

 

4,864 ㎥/日 

長坂汚水中継ポ

ンプ場 

 

(江迎処理区) 

 

1,872 ㎥/日 

北平汚水中継

ポンプ場 

 

(江迎処理区) 

 

1,440 ㎥/日 
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2.4.1.1 資料編（事業部編・下水道）  
２ 中継ポンプ場（続き） 

名称 外観 送水能力 

相浦ポンプ場 

 

(西部処理区) 

 

5,616 ㎥/日 

 

 

２-２ 中継ポンプ場（小規模ポンプ場）  

①コンパクト型ポンプ場 ②マンホール形式ポンプ場 

ポンプ設備以外の機器を、最小限に減らした比較 

的小規模のポンプ場です。 

  下水を送水するために必要なポンプ設備のみ 

を持った、最も小規模なポンプ場です。 

処理区 名称  処理区 箇所数 

針尾処理区 中継ポンプ場４箇所  
 

西部処理区 ３０箇所 

   
江迎処理区 １２箇所 

 

 

   下水道の整備で快適なくらし 
   

生
活
環
境
の
向
上 

河
川
の
浄
化 
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2.4.1.1 資料編（事業部編・下水道）  
３ 水洗化の普及促進 

  公共下水道が整備され、使用可能となった処理区域内では、遅滞なく公共下水道へ下水を排除するため、

くみ取り便所を水洗便所に改造するなど、排水設備の設置が下水道法等によって義務付けられています。 

  本市においては、水洗化の促進を図るため、公共下水道の整備と同時に排水設備の設置を促すことはもと

より、水洗化期限（公共下水道の整備から３年以内）の到来した未水洗家屋等に対し、戸別訪問による指導

を行っているほか、下水道について市民の関心と理解を深めてもらうため、あらゆる機会を利用してＰＲを

行う等、普及促進に努めています。 

 

４ 排水設備普及状況 

                年度 

 区分 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

戸    

数 

①処理区域内戸数

(戸) 

中部 64,667 64,854 64,612 

西部 7,922 7,991 8,229 

針尾 383 381 369 

江迎 1,579 1,586 1,569 

計(A) 74,551 74,812 74,779 

②水洗化戸数 

(戸) 

中部 60,618 60,793 60,741 

西部 6,648 6,767 6,879 

針尾 383 381 369 

江迎 1,284 1,298 1,293 

計(B) 68,933 69,239 69,282 

人 
 

 
 

口 

③行政区域内人口(人)（C） 237,686 234,504 231,017 

④処理区域内人口

(人) 

中部 124,326 123,553 121,891 

西部 15,866 15,975 16,332 

針尾 630 611 582 

江迎 3,271 3,235 3,165 

計(D) 144,093 143,374 141,970 

⑤水洗化人口 

(人) 

中部 116,804 116,080 114,842 

西部 13,479 13,649 13,751 

針尾 630 611 582 

江迎 2,691 2,677 2,639 

計 133,604 133,017 131,814 

⑥普及率(％)（D/C） 60.6 61.1 61.5 

⑦水洗化率(％)（B/A） 92.5 92.6 92.6 
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2.4.1.2 資料編（事業部編・再生水）  
１ 再生水の利用 

循環型社会の形成という面から、下水処理水の再利用を促進し、再生水として水の有効利用を進めています。

再生水は佐世保駅周辺やハウステンボス周辺に供給しています。 

名称 外観 施設内部 処理能力 

再生水処理施設 

(中部下水処理場) 

  

500 ㎥/日 

    

    

（再生水処理施設  フローシート） 
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2.4.1.2 資料編（事業部編・再生水）  
 

名称 外観 施設内部 処理能力 

再生水処理施設 

(針尾下水処理場) 

  

３，４００㎥/日 

 

 

（再生水処理施設  フローシート） 
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2.4.1.3 資料編（事業部編・水質）  

水道局では、各家庭や事業所から排出された下水を、市内４か所の下水処理場で処理しています。 

下水処理場への流入水と下水処理場から公共用水域への放流水、および下水処理工程を管理するために水質

検査・汚泥検査をおこなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流入水は微生物を利用した活性汚泥法により適切に処理しています。 

放流水は法律で水質基準が定められており、定期的な検査を行って周辺環境の水質保全に努めています。 

 

令和６年度 中部下水処理場放流水の水質検査実績（年間平均値） 

 

 

 

 

 

 

 

※上記表上の各項目はどれも水の汚れ具合を表すもので、pH を除いて、値が低いほど水がきれいであると

言えます。 

 

また、再生水についても佐世保市再生水事業実施要綱により水質基準が定められており、水質基準に適合

しているか検査を行っています。 

 

項目 放流水 放流基準（単位） 

ｐＨ （水素イオン濃度） ７.２ 5.8～8.6 

SS （浮遊物質量） 3 40 （mg/ℓ） 

BOD（生物化学的酸素要求量） ３.０ 15 （mg/ℓ） 

T-N 全窒素 ２６.１ ６０ （mg/ℓ）（日間平均） 

T-Ｐ 全りん １.３４ 8 （mg/ℓ）（日間平均） 

大腸菌群数 100 未満 3,000 （個／c ㎥） 

流入水等検査  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放流水等検査 

35 



 

2.4.2.1資料編（経営管理部編・使用料及び負担金）  

１ （２か月料金）        ※下記料金表により算出した額に別途消費税等を加算 

種別  
基本使用料  超過使用料 (1 ㎥につき ) 

基本排除汚水量  金額  排除汚水量  金額  

一
般
汚
水 

20 ㎥まで  1,856 円  20 ㎥を超え 40 ㎥まで 131 円  

ただし、 

排除汚水量が 10 ㎥以下の場合は、 

1,426 円となります。 

 

40 ㎥を超え 100 ㎥まで 160 円  

100 ㎥を超え 200 ㎥まで 202 円  

200 ㎥を超えるもの 227 円  

公衆浴場汚水 1 ㎥につき 5 円  

算出方法（例）2 か月で 50 ㎥使用した場合（消費税込み） 

 （ 1,856 円 ＋ （20 ㎥×131 円）＋（10 ㎥×１６０円） ）× 1.1 ＝ 6,683円 

（20 ㎥までの基本使用料）          （超過使用料）             （消費税の加算） 

 

２ 下水道事業受益者負担金制度 

①  受益者負担金とは  

衛生的で住みよい環境をつくるために 

は、公共下水道の整備を急がなければな 

りません。しかし、公共下水道を整備す 

るためには、多くの建設資金と長い年月 

を要します。下水道施設は道路や公園の 

ようにだれもが利用できるものではなく、 

限られた区域の人しか利用できません。 

 この下水道を、市民のみなさんからい 

ただく税金だけでつくったのではまだ整 

備されていない区域に住んでいる方々にとって、大変不公平になります。そこで、公共下水道の整備によって

その利用を受ける区域の土地所有者などのみなさんに事業費の一部を負担していただき、下水道を一日も早

く整備しようというのが受益者負担金の制度です。 

 本市では、昭和３７年度までに下水道施設の整備が完了した１０２．０８ｈａ区域に対し、昭和３８年度か

ら下水道受益者負担金の賦課徴収を開始しました。 

 現在は、昭和４７年１０月佐世保都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（４７年条例第４３号）に基

づいて負担していただいております。 

 

 

36 



 

2.4.2.1資料編（経営管理部編・使用料及び負担金）  
② 負担金の額および実績 

（江迎負担区以外） 

負担区の負担金の総額＝当該負担区×受益者の土地面積  

負担区（主な地区） 
１㎡あたり 

負担金 
負担区（主な地区） 

１㎡あたり

負担金 

第１負担区（旧市街地） 106 円 第５負担区（もみじが丘・大塔地区） 460 円 

第２負担区（旧市街地の周辺地区） 161 円 第６負担区（早岐・広田・船越地区） 465 円 

第３負担区（鹿子前地区） 310 円 第７負担区（有福・相浦・日野地区等） 465 円 

第４負担区（天神・黒髪・日宇地区） 400 円   

※負担金額の算定については、事業に要する経費を根拠としています。従って、負担金額は一律のものとして

算定するのではなく、事業実施年度や地域の状況により、市内を幾つかの区域に分割し、それぞれの区域につ

いて負担金を決定するという方法をとっています。 

 

（令和６年度賦課実績） 

総  地  積 賦 課 地 積 調  定  額 

183,006 ㎡ 146,528 ㎡ 76,132,180 円 

 

（江迎負担区） 

受益者が保管する市の水道メーター口径に応じ、下表に定める額 

水道メーター口径 金額 

20ミリメートル以下 100,000円 

25ミリメートル 174,000円 

30ミリメートル 275,000円 

40ミリメートル 565,000円 

50ミリメートル 988,000円 

75ミリメートル以上 2,723,000円 

 

（令和６年度賦課実績） 

賦 課 件 数 調  定  額 

12 件 32,400 円 
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2.4.2.2 資料編（経営管理部編・財政）  

佐世保市下水道事業損益計算書（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで） 

当年度事業の経営成績を表したものが損益計算書です。経営成績とは、結果として一年間にどのくらい利益を

出したのか、損失が生じたのかを表現しています。 

下水道事業収益（営業収益＋営業外収益＋特別利益）―下水道事業費用（営業費用＋営業外費用＋特別損失） 

＝利益（黒字）または 損失（赤字） 

1 営業収益 円 円 円 

 （１）下水道使用料 2,059,838,440   

 （２）雨水処理負担金 74,666,609   

 （３）その他営業収益 65,207,903 2,199,712,952  

2 営業費用 円 円 円 

 （１）管渠費 326,157,954   

 （２）ポンプ場費 116,713,200   

 （３）処理場費 905,738,850   

 （４）総係費 247,206,277   

 （５）減価償却費 2,584,811,547   

 （６）資産減耗費 74,576,487 4,255,204,315  

 営業損失   2,055,491,363 

3 営業外収益 円 円 円 

 （１）受取利息及び配当金 29,498   

 （２）他会計補助金 1,469,240,619   

 （３）長期前受金戻入 1,146,398,408   

 （４）雑収益 137,942,233 2,753,610,758  

4 営業外費用 円 円 円 

 （１）負担金徴収事務費 19,227,863   

 （２）支払利息及び企業債取扱諸費 408,450,417   

 （３）雑支出 128,916,006 556,594,286 2,197,016,472 

 経常利益   141,525,109 

5 特別利益 円 円 円 

 （１）過年度損益修正益 635,976   

 （２）引当金戻入益 410,639   

 （３）その他特別利益 23,357,000 24,403,615  

6 特別損失 円 円 円 

 固定資産売却損 7,712   

 過年度損益修正損 447,117   

 その他特別損失 23,357,000 23,811,829 591,786 

 当年度純利益   142,116,895 

 前年度繰越利益剰余金   0 
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 その他未処分利益剰余金変動額   217,762,376 

 当年度未処分利益剰余金   359,879,271 

 

2.4.2.2 資料編（経営管理部編・財政）  
 

佐世保市下水道事業損益計算書（令和４年度～令和６年度） 

 

  

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金額（円） 

構成 

比率 

(％) 金額（円） 

構成 

比率 

（円） 金額（円） 

構成 

比率 

(％) 

下水道事業収益 4,784,375,520 100.0 4,881,052,791 100.0 4,977,727,325 100.0 

営業収益 2,165,836,691   45.3 2,185,409,037 44.8 2,199,712,952 44.2 

下水道使用料 2,050,345,653 42.9 2,055,618,914 42.1 2,059,838,440 41.4 

雨水処理負担金 74,120,729 1.5 74,020,138 1.5 74,666,609 1.5 

その他営業収益 41,370,309 0.9 55,769,985 1.2 65,207,903 1.3 

営業外収益 2,617,730,689 54.7 2,693,971,580 55.2 2,753,610,758 55.3 

受取利息及び配当金 16,012 0.0 10,135 0.0 29,498 0.0 

他会計補助金 1,360,060,363 28.4 1,471,003,465 30.1 1,469,240,619 29.5 

長期前受金戻入 1,114,048,055 23.3 1,120,391,096 23.0 1,146,398,408 23.0 

雑収益 143,606,259 3.0 102,566,884 2.1 137,942,233 2.8 

特別利益 808,140 0.0 1,672,174 0.0 24,403,615 0.5 

下水道事業費用 4,677,027,751 100.0 4,663,290,415 100.0 4,835,610,430 100.0 

営業費用 4,093,275,081 87.5 4,129,055,975 88.5 4,255,204,315 88.0 

管渠費 294,784,526 6.3 231,699,688 5.0 326,157,954 6.8 

ポンプ場費 142,100,001 3.0 123,827,458 2.7 116,713,200 2.4 

処理場費 876,164,146 18.7 960,251,350 20.6 905,738,850 18.7 

総係費 236,158,056 5.1 235,315,171 5.0 247,206,277 5.1 

減価償却費 2,533,730,654 54.2 2,575,142,978 55.2 2,584,811,547 53.5 

資産減耗費 10,337,698 0.2 2,819,330 0.0 74,576,487 1.5 

営業外費用 583,416,577 12.5 533,583,367 11.5 556,594,286 11.5 

負担金徴収事務費 26,666,640 0.6 21,384,778 0.5 19,227,863 0.4 

支払利息及び企業債取扱諸費 420,830,971 9.0 417,032,854 8.9 408,450,417 8.4 

雑支出 135,918,966 2.9 95,165,735 2.1 128,916,006 2.7 

特別損失 336,093 0.0 651,073 0.0 23,811,829 0.5 

当年度純利益（△純損失） 107,347,769  217,762,376  142,116,895  
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2.4.2.2 資料編（経営管理部編・財政）  
 

佐世保市下水道事業貸借対照表（令和７年３月３１日） 

 

事業の財政状態（資金の外部調達（負債・資本）と、調達した資金の投資・運用状況（資産））を表す表です。 

資  産  の  部 

１固定資産  円 円 

（１）有形固定資産 79,044,240,726  

（２）無形固定資産 2,093,500  

固定資産合計  79,046,334,226 

２流動資産 円 円 

（１）現金預金 4,433,561,859  

（２）未収金 223,485,132  

 流動資産合計  4,657,046,991 

 資産合計（１＋２）  83,703,381,217 

負  債  の  部 

３固定負債 円 円 

（１）企業債 32,750,322,598  

（２）他会計借入金 64,624,886  

（３）引当金 306,169,555  

   33,121,117,039 

４流動負債 円 円 

（１）企業債 1,655,024,142  

（２）未払金 1,680,559,347  

（３）引当金 68,988,619  

（４）その他流動負債 36,237,223  

 流動負債合計  3,440,809,331 

５繰延収益 円 円 

（１）長期前受金 59,421,071,479  

 収益化累計額 △28,650,529,603  

 繰延収益合計  30,770,541,876 

 負債合計（３＋４＋５）  67,332,468,246 
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2.4.2.2 資料編（経営管理部編・財政）  

資  本  の  部 

６資本金 円 円 

（１）資本金 15,344,863,720  

 資本金合計  15,344,863,720 

７剰余金 円 円 

（１）資本剰余金 666,169,980  

（２）利益剰余金 359,879,271  

 剰余金合計  1,026,049,251 

 資本合計（６＋７）  16,370,912,971 

 負債資本合計（３＋４＋５＋６＋７）  83,703,381,217 

資産合計（83,703,381,217）＝負債資本合計（83,703,381,217）となることからバランスシートといいます。 
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2.4.3 下水道事業業務実績  

年度 

項目 

 

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

人        口 (人) 237,686 234,504 231,017 

処 理 区 域 内 人 口 (人) 144,093 143,374 141,970 

普   及   率 (％) 60.6 61.1 61.5 

全  体  計  画  面  積 (ha) 4,968.0 4,968.0 4,613.0 

整 備 済 面 積 (ha) 3,356.8 3,383.7 3,404.0 

面  整  備  率 (％) 67.6 68.1 73.8 

処 理 区 域 内 戸 数 (戸) 74,551 74,812 74,779 

水 洗 化 戸 数 (戸) 68,933 69,239 69,282 

水  洗  化  率 (％) 92.5 92.6 92.6 

有 収 排 水 量 (㎥) 14,013,355 13,964,021 13,992,970 

汚 水 管 延 長 (ｍ) 690,544 698,141 703,800 

職    員    数 (人) 71 71 70 

処  理  原  価 (円) 252.33 252.14 260.57 

う ち 維 持 管 理 費 (円) 120.25 117.89 123.26 

使 用 料 単 価 (円) 146.31 147.21 147.21 

年 間 下 水 道 使 用 料 (千円) 2,050,346 2,055,619 2,059,838 

 

 

【用語説明】本資料中（下水道）の用語の意味を記載しております。 

用語 内 容 

人         口 佐世保市内の住民基本台帳の人口。 

処  理  区  域  内  人  口 供用開始（下水道法第９条第２項）の公示がなされている区域の人口。 

普    及    率 
下水道が普及状況を示す指標のこと。人口に対する下水道を利用できる人口の割

合。下水道普及率・下水道処理人口普及率ともいう。 

全  体  計  画  面  積 将来の地域の状況に対応した長期的な下水道整備計画面積。 

整  備  済  面  積 排水区域+未供用箇所の管渠整備済み区域の面積。 

面   整   備   率 全体計画面積のうち、整備済み面積の率。（未供用面積を含む。） 

処  理  区  域  内  戸  数 供用開始（下水道法第９条第２項）の公示がなされている区域の戸数。 

水 洗 化 戸 数 処理区域内戸数のうち、水洗化を完了している戸数。 

水   洗   化   率 
処理区域内戸数のうち、実際に水洗便所を設置して汚水を処理しているものの割

合。 

汚  水  管  延  長 汚水管渠の整備済み延長。（未供用管渠含み、事業計画区域外の管渠を含まない。） 

排 水 区 域 
公共下水道により下水を排除することができる地域で、第九条第一項の規定によ

り公示された区域。（下水道法第 2 条 7 号） 

処 理 区 域 

排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域

で、第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された区域。 

（下水道法第 2 条 8 号） 
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機構 



 

3.1 機構図  
 （令和７年 3 月 31 日現在） 

 部 課及び準課 係 

佐
世
保
市
水
道
事
業
及
び
下
水
道
事
業
管
理
者 

経営管理部 総務課 総務管理係 

職員係 

経営企画課  

財務課 経理係 

調達係 

営業課 業務係 

料金係 

計量係 

事業部 水道計画建設課  

水道維持課 給水装置係 

維持第一係 

維持第二係 

東部管理係 

水道管路整備課 建設改良第一係 

建設改良第二係 

水道施設課 水道施設係 

水道設備係 

施設管理係 

北部管理事務所 北部管理係 

 （準）宇久営業所 

下水道事業課 下水道普及促進係 

下水道計画係 

下水道建設第一係 

下水道建設第二係 

下水道維持係 

下水道施設課 下水道施設係 

水質管理センター 水道水質係 

下水道水質係 
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3.2 事務分掌  

課 名 主な業務内容 

総務課 

局内の庶務に関すること 

条例、規程等の統括に関すること 

財産管理に関すること 

広報及び広聴の統括に関すること 

職員の身分、服務、勤務条件その他人事に関すること 

職員の給与及び福利厚生に関すること 

労務管理の統一に関すること 

経営企画課 

水道水源の確保対策及び水利使用に関すること 

企画調整に関すること 

上下水道ビジョンの推進の統括に関すること 

経営戦略に関すること 

上下水道の総合計画に関すること 

広報戦略及び広告に関すること 

財務課 

水道事業及び下水道事業の財政計画に関すること 

水道事業及び下水道事業の予算及び決算に関すること 

水道事業及び下水道事業の企業債及び補助金に関すること 

物品の購入及び工事等の契約に関すること 

指定給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店に関すること 

営業課 

水道料金、下水道使用料等の納入通知書発行に関すること 

収入金全般の調定及び収納に関すること 

電子計算業務に関すること 

給排水使用及び廃止に関する諸願届の受付及び処理に関すること 

料金の精算及び開閉栓に関すること 

水道料金等の未納金の督促及び滞納整理、給水の停止処分に関すること 

使用水量の計量及び認定に関すること 

メーターの管理、取替え、試験及び調査に関すること 

水道計画建設課 

基幹施設の建設（新設に限る。）の実施に係る計画、設計、施工、監督に関すること 

水道の建設改良計画に関すること 

水道事業の認可及び水道水源の水利使用に関すること 

開発行為に関すること 

水道維持課 

給水装置の工事に伴う審査、検査に関すること 

給水装置の構造、材質及び施工方法に関すること 

開発行為の給水に関すること 

給水装置及び送・配水管の維持管理に関すること 

漏水防止に関すること 

公営簡易水道施設の維持管理に関すること 
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 3.2 事務分掌  

課 名 主な業務内容 

水道管路整備課 

導、送、配水管等の建設、改良及び移設工事の実施に係る計画、設計、施工、監督に関すること 

管路情報に関すること 

導、送、配水管等の改良及び移設工事の指導監督に関すること 

水道施設課 

取水、貯水、導水、浄水、送水及び配水施設の建設、改良工事の実施、維持管理に関すること 

水道施設の電気設備に関すること 

水運用に関すること 

北部管理事務所 

給水装置の工事に伴う審査、検査に関すること 

給水装置等の構造、材質及び施工方法に関すること 

漏水防止に関すること 

配・給水管の維持管理及び高部揚水に関すること 

水源池、取水場及び浄水場の維持管理に関すること 

導水管及び送水管の維持管理に関すること 

宇久営業所（準課） 
水道施設の維持管理に関すること 

水道料金その他の収入金の収納に関すること 

下水道事業課 

下水道事業受益者負担金の賦課、収納及び滞納整理に関すること 

下水道の普及及び私道等の公共下水道設置要望の事務処理に関すること 

下水道の事業計画及び国庫補助事業申請の統括に関すること 

開発行為に伴う下水道施設の審査及び指導監督に関すること 

下水道管渠施設の設計、施工監督に関すること 

下水処理場及びポンプ場施設増改築の土木建築工事に関すること 

下水道管渠等の維持管理に関すること 

排水設備及び除害施設に関すること 

井戸水等の下水道放流水量の認定に関すること 

下水道施設課 

国庫補助事業の申請に関すること 

処理施設の増改築計画に関すること 

処理施設の建設改良等の設計、施工監督に関すること 

処理施設の維持管理に関すること 

水質管理センター 

水道の水質管理に関すること 

水道の水質の保持、改善及び研究に関すること 

原水の適正な維持に関すること 

下水道の水質管理に関すること 

下水道の水質の保持、改善及び研究に関すること 

除害施設管理の指導に関すること 
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